大野町鳥獣被害対策協議会告示第２号

鳥獣被害防止複合柵設置にかかる資材購入公告

鳥獣による柿への被害防止を目的として、一般競争入札により町内柿圃場の鳥獣被害防止複合柵設置にかかる資材購入を行う。資材購入費として、最も低い価格を提示した者を鳥獣被害防止複合柵資材購入事業者（以下「資材購入事業者」という。）として、決定し、資材購入業者より資材を購入するものとする。

令和７年１０月２８日
大野町鳥獣被害対策協議会　会長　山本　貞信　　

１　入札物件名
　　大鳥協購第２号　鳥獣被害防止資材（複合柵）購入事業

２　複合柵設置場所
岐阜県揖斐郡大野町大字六里字杁ノ口３３－１

３　納入日
　納入にあたっては、協議の上、決定する。

４　納入場所
　いび川農業協同組合大野営農経済センター
（住所：岐阜県揖斐郡大野町大字相羽６６１番地）

５　納品について
1 送料は製品代に含むものとする。
2 製品の設置に使用する工具は、１組用意すること。ただし、設置圃場の管理者（耕作者）が必要としない場合は、その数を減らすことができる。
3 必要に応じて購入資材設置に係る説明をすること。
4 資材を別紙　資材仕分表のとおり仕分けし、どの圃場の資材かわかるように圃場番号を記載し、納品すること。
６　入札参加資格
　募集日現在において引き続き３年以上、自ら管理・運営する実績を有し、かつ、次の⑴から⑸までのいずれにも該当しない者であること。
　⑴　登録する営業所等の所在地における市町村民税及び消費税の滞納がある者
　⑵　入札にかかる契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者（地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者）
　⑶　公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす団体に属する者
　⑷　大野町暴力団排除条例（平成２４年大野町条例第１号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に暴力団員等である者
　⑸　法令等の規定により販売について許可・認可等を必要とする場合にあって、その許可・認可等を受けていない者

７　鳥獣被害防止資材納入に伴う事故
　鳥獣被害防止資材納入に伴う事故が発生した場合は、大野町及び大野町鳥獣被害対策協議会の責に帰する場合を除き、資材購入事業者がその責を負う。

８　購入及び納品における資材の盗難及び破損
1  大野町及び大野町鳥獣被害対策協議会の責に帰することが明らかな場合を除き、大野町及び大野町鳥獣被害対策協議会はその責を負わない。
2  資材購入事業者は、資材等が汚損又は毀損した場合は、資材購入事業者の負担により速やかに復旧しなければならない。

９　入札参加申込
1  申込期間　令和７年１０月２８日（火）から令和７年１１月１４日（金）の午前８時３０分から午後５時まで（土曜日、日曜日、祝日を除く。）
2  申込場所　大野町役場１階　大野町鳥獣被害対策協議会事務局 農林課
　⑶　申込方法　郵送又は持参によるものとし、電話、ファックス、電子メールによる受付は行わない。

⑷　必要な書類（各１部）
　ア　入札参加申込書
　イ　「６　入札参加資格」に係る実績を証する書類（許可書、契約書等）の写し
　ウ　印鑑登録証明書の写し（法人の場合、代表者印鑑証明書）
　エ　法人の場合は、商業登記の現在事項全部証明書の写し、個人の場合は、市区町村長が発行する身分（元）証明書の写し
　オ　納税証明書の写し
　　(ｱ) 国税に係る納税証明書
　　　法人の場合は、「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納額のない証明書
　　　個人の場合は、「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」について未納額のない証明書
　　(ｲ)　市町村民税完納証明書等
　　　事業者（事業締結等の権限を営業所等に委任する場合は、営業所等）の所在地における市町村民税の完納証明書
　カ　委任状（任意様式）　法人において支社、営業所等で参加する場合
※大野町入札参加資格者名簿への登録をしている事業者については、ウからカまでの提出書類を省くことができる。

10　質問書及び回答について
1  受付期間
　　令和７年１０月２８日（火）から令和７年１１月１４日（金）の午前８時３０分から午後５時まで（土曜日、日曜日、祝日を除く。）
⑵　提出方法
　　質問書を郵送又はファックスでの送付とする。
⑶　質問への回答
　　令和７年１１月１９日（水）以降に質問内容及び回答を参加申込をした全事業者に対しファックスで回答する。
　　
11　入札日時及び開札
1  入札日時　令和７年１１月２１日（金）　午前９：００
2  入札場所　大野町役場２階　公室
　⑶　提出書類　
ア　入札参加受付書
イ　入札書（封入封緘して提出）
ウ　委任状（※入札参加申込者が入札当日出席できない場合に必要）
12　その他
1 　契約の締結及び履行に要する費用は、すべて資材購入事業者の負担とする。
2 　資材購入事業者に決定した事業者は、速やかに設置までのスケジュールを提出すること。
3 　入札の結果にかかわらず、提出された申請書類等は一切返還しない。

13　問い合わせ先
　大野町役場　建設部　大野町鳥獣被害対策協議会事務局　農林課農林係
　〒５０１－０５９２
　岐阜県揖斐郡大野町大字大野８０番地
　電　話：０５８５－３５－５３７３（直通）
　ＦＡＸ：０５８５－３４－３５２５
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